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入賞作品入賞作品入賞作品

不動堂小学校

千　葉　咲　和

古川第五小学校

篠　原　涼　香

小牛田小学校

伊　藤　　　葵

古川第四小学校

阿　部　若　奈

古川第五小学校

千　葉　の　あ
古川第五小学校

二　宮　明　莉

不動堂小学校

多　賀　萌　花

大崎法人会税制委員長賞

大崎地区税務関係団体協議会会長賞

大崎法人会広報委員長賞 大崎法人会副会長賞（広報担当）

古川税務署長賞

大崎法人会副会長賞（税制担当）

大 崎 市 長 賞

古川第五小学校

渡　邊　翔　太
不動堂小学校

平　吹　　　南
中埣小学校

今　野　翔　太

大崎法人会女性部会長賞 大崎法人会会長賞 東北税理士会古川支部長賞

第12回税に関する絵はがきコンクール　第12回税に関する絵はがきコンクール　
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令和２年２月６日（木）：グランド平成令和２年２月６日（木）：グランド平成
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◇舞の海秀平氏の講演は多くの来場者を魅了した！◇会長賞は古川の鈴木さんに当たりました！
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新春お笑い寄席新春お笑い寄席
平成30年１月15日（月）  開催：芙蓉閣

企業交流会企業交流会企業交流会

企業交流会企業交流会企業交流会
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新春講演会
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平成30年１月15日（月

）  開催：芙蓉閣
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活動
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事業承継税制セミナーを開催 環境問題の講演会を開催
開催日：令和２年１月23日(木)

会　場：古川：グランド平成

テーマ：『法人版事業承継税制セミナー』

講　師：古川税務署長　佐藤　繁 氏

参加者：23名

担　当：古川支部

開催日：令和２年１月16日(木)

会　場：加美町：サンパレスマルト

テーマ：『環境問題のウソと本当の話』

講　師：中部大学特任教授　武田邦彦 氏

参加者：85名

担　当：加美商工会と

　　　加美支部の共催

絵はがきの応募作品を選考 青年部鍋まつりに出店
選考日：令和２年２月６日(木)

会　場：古川：グランド平成

内　容：『税に関する絵はがきコンクール
応募作品入賞選考会』

応募数：管内６年生児童より295枚応募

選考者：古川税務署長・大崎市長
大崎地区税務関係団体協議会長他

担　当：女性部会

開催日：令和２年２月11日(火)

会　場：加美町：花楽小路商店街

内　容：『うめぇがすと鍋まつり in 加美』

対　象：オリジナルべこ鍋を販売

販売数：400食

担　当：青年部会
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申告時の納付額
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10

・
・

予納10 予納10 予納10 予納10 予納10

定期的に均等額を納付する場合

額
税
納
告
申

　
100

納期限４月×日 5月×日 6月×日 7月×日 8月×日 

納
予

９0
納
予

９0

例
事前に納付日・納付（予納）金額を登録

　ダイレクト納付のほか、ペイジーに対応した金融機関を利用すれば、インターネットバンキングやモバイルバ

ンキング、又はATMを利用して電子納税ができます（ダイレクト納付同様、 電子証明書等は不要です。）。　

（注）電子納税を利用する場合、事前にe-Taxの利用開始手続が必要となります。

　e-Taxソフト・確定申告書等作成コーナーの事前準備、送信方法、エラー解消などに関するご質問は「e-Tax・作成コーナーヘルプ
。いさだくせわ合い問おへ）1095-10-0750.LET（」クスデ

　ヘルプデスクの受付時間は、月曜日～金曜日 ９時～17時（土日祝日及び12月 29日～１月３日を除きます。）です。

　利用開始の手続、利用可能時間、パソコンの推奨環境、e-Taxソフトの操作方法、よくある質問（Q&A）に関する最新の情報に
ついてe-Taxホームページで詳しくお知らせしておりますのでご覧ください。

イータックス

　ダイレクト納付を利用している方であれば、確定申告により納付することが見込まれる金額について、その
課税期間中に、あらかじめ納付日や納付金額等をe-Taxに登録しておくことで、登録した納付日に預貯金口座

から振替により納付（予納）することができます。

　納付日や納付金額を複数登録することができますので、定期的に均等額を納付することや、収入に応じて任意

のタイミングで納付することができます。

　利用可能税目は、申告所得税及び復興特別所得税・贈与税・法人税（地方法人税）・消費税及び地方消費税です。　

　利用方法など詳細については、国税庁ホームページにある「国税の納付手続」をご覧ください。

電子納税の利用可能時間
下記のe-Taxの利用可能時間内で 、かつ、ご利用の金融機関のシステムが稼働している時間となります。

e-Taxの利用可能時間
　月曜日～金曜日（休祝日及び12月29日～１月３日を除きます。） 24時間
　　（注）休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始となります。
　毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日の８時30分～24時

※利用可能時間については、メンテナンス作業等により変更する場合や、時期により延長する場合がありますので、事前にe-Taxホームページでご確認ください。

インターネット
バンキングで
電子納税

金融機関とインターネットバンキングの

契約をしておけば、インターネットバン

キングにログインし、納税することができ

ます。

モバイル
バンキングで
電子納税

金融機関とモバイルバンキングの契約をして

おけば、お持ちの携帯端末からモバイル

バンキングにログインし、納税することが

できます。

ATMで電子納税

スマートフォンやタブレット端末からも電子納税（ダイレクト納付）が利
用できます。詳しくは e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）
をご覧ください。

インターネットを利用できる環境が

なくても、金融機関のATMから納税

することができます。

電子納税が利用可能な金融機関（インターネットバンキング
等の利用の可否）については、Webサイト「ペイジー
（www.pay-easy.jp）」でご確認ください。

利用可能時間

お問い合せは、古川税務署管理運営部門　TEL0229−22−1711（内線111）



市川　雅朗

仙台支社古川営業所/大崎市古川駅前大通2-6-16　古川土地ビル3F　TEL 0229-22-6398


